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「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成26年９月２日総務大臣決定）抜粋（１／４） 

Ⅲ 国立研究開発法人の目標について 

 １ 中長期目標の策定の目的等 

  

 （２） 国立研究開発法人の第一目的である「研究開発成果の最大化」とは、国民の生活、経済、文化の健全な発展その他の公益に資
する研究開発成果の創出を国全体として「最大化」することである。これは、個々の研究開発課題（事業）を個別に「最適化」し、それ
を積み上げることのみによって確保されるというよりも、むしろ、当該国立研究開発法人がマネジメント力を最大限に発揮することに
より、 

   ① 研究開発に係る優れた人材の確保・育成を図る 
   ② 適切な資源配分を実施する 
   ③ 事業間の連携・融合を促す 
   ④ 研究者の能力を最大限引き出す研究開発環境を整備する 
   ⑤ 大学・民間企業等の他機関との連携・協力を進める 
   等を通じて、法人全体として最大の成果を創出することによって確保されるものである。 

    また、「研究開発成果の最大化」とは、国立研究開発法人が自ら実施する研究開発により創出された直接的な成果のみならず、当
該国立研究開発法人の使命、業務等に応じて、革新的技術シーズを事業化へつなぐ応用研究や成果の実用化などの橋渡し、ベン
チャー・中小・中堅企業等の育成と活用促進、研究開発に係る人材の養成、多様な人材の活用促進、科学技術に対する理解の増進、
科学技術情報の収集・提供・分析・戦略策定、施設・設備の整備・共用促進、行政への技術的支援、他機関との連携・協力等を通じ
て、大学、民間事業者等他機関の研究開発成果も含めた我が国全体としての研究開発成果を最大化することであると解することが
適当である。 

    そのため、主務大臣は、目標の策定に際し、定量的な目標や測定可能な指標を設定する場合には、研究開発の現場への影響等に
ついても十分考慮し、具体的な達成水準を定める目標、課題の解決などのアウトカム創出への寄与・貢献を目指す目標、ハイリス
ク・ハイリターンに挑戦するような目標等、「研究開発成果の最大化」に向けて適切な目標とすることが重要である。 

 

 （３） 主務大臣は、中長期目標の策定に際して、国立研究開発法人と十分に意思疎通を図り、有識者等（研究開発に関する審議会等）
の高い専門的知見や、多様な経験等を踏まえた客観的な意見を適切に聴取、活用し、しっかりと練り上げた中長期目標を策定する。
また、国立研究開発法人、研究開発に関する審議会の意見等を踏まえて評価軸（後述Ⅲの５（１）⑤）を適切に設定する。 
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21 「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成26年９月２日総務大臣決定）抜粋（２／４） 

５ 通則法第35条の４第２項第２号「研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」における目標の立て方について 

 （１） 研究開発の事務及び事業に係る目標について 

   ① 目標の策定の基本的枠組み 

      主務大臣は、主として研究開発成果を最大化し、国民に対して説明責任を果たすという観点から、当該国立研究開発法人の役割
（ミッション）、業務、国の諸政策に関する方針、研究開発の特性・多様性等を踏まえて適切な目標を策定する。また、目標が研究開
発の現場へ与える効果・影響等についても十分に考慮し、具体的な達成水準を定める目標、課題の解決などのアウトカム創出への
寄与・貢献を目指す目標、ハイリスク・ハイリターンに挑戦するような目標等、「研究開発成果の最大化」に向けて適切な目標を策定
する。 

    

   ② 目標の達成時期 

      目標の達成時期については、開発に関する目標のように具体的な開発時期を設定することが適切な場合はこれを明確化する。 

      一方で、長期性、不確実性等といった研究開発の特性に鑑み、また、研究開発については成果が創出されてから相当期間経過
後にアウトカムへの貢献や実現につながることが一般的であることを踏まえ、中長期目標期間を超えた時間軸を視野に入れることに
ついても適切に配慮する。ただし、当該中長期目標期間において法人が何を目指して業務を遂行するかについては明らかにしてお
く必要がある。 

 

   ③ できる限りアウトカムと関連させた目標とすること 

     国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」は、研究開発活動の国や社会に対する効果（アウトカム）の観点を十分踏まえて
判断する必要があるため、国立研究開発法人に対して主務大臣が提示する目標は、できる限りアウトカムと関連させた目標とする。 

    （注） 研究開発活動のアウトプット（成果物）とは、例えば、投稿された学術論文、特許出願された発明、提出された規格原案、作成
された設計図、開発されたプロトタイプなどを指す。 

        研究開発活動のアウトカム（国や社会に対する効果）とは、研究開発活動自体やその成果物（アウトプット）によって、その受け
手に、研究開発活動実施者が意図する範囲でもたらされる効果・効用を指す。例えば、科学コミュニティに生じる価値の内容、
製品やサービスなどに係る社会・経済的に生み出される価値の内容などがある。 

       （「諮問第２号「研究開発の事務及び事業に関する事項に係る評価等の指針の案の作成について」に対する答申」（平成26年７
月17日総合科学技術・イノベーション会議決定）から引用） 



22 「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成26年９月２日総務大臣決定）抜粋（３／４） 

   ⑤ 「評価軸」の設定 

     主務大臣は、各国立研究開発法人の役割（ミッション）、それぞれの目標に応じ、国立研究開発法人、研究開発に関する審議会の
意見等を踏まえ、目標策定時に適切な評価軸を設定し、法人に提示する。 

     ここで言う評価軸とは、例えば、科学的・技術的観点、社会的・経済的観点、国際的観点、時間的観点、妥当性の観点、マネジメン
トの観点、政策的観点等を踏まえて設定されるものであり、研究開発の事務及び事業を評価するに際しての重要な視点となるもので
ある。 

     また、それぞれの目標等について考えられる評価軸を網羅的に挙げて、それらを全て評価軸として設定することに重点を置くので
はなく、むしろ、それぞれの研究段階、研究特性、研究方法等を踏まえて、評価軸の重み付けを行い、評価すべきことをしっかりと評
価することを重視して厳選した評価軸を設定することが重要である。また、評価軸は、科学技術イノベーション政策等の国の諸政策
の推進の観点とも適切に整合性が図られたものとすることに留意する。 

     

   ⑥ 評価軸と関連する指標等の設定について 

      上記⑤のとおり、評価軸を基本として評価する際は、定性的な観点、定量的な観点の双方を適切に勘案して評価することが重要
である。 

      評価軸と関連する指標等として、次のⅰからⅲまでを十分踏まえつつ、法人の取組状況並びにアウトプット及びアウトカムに着
目した指標等を設定する。 

     ⅰ 指標等の設定に当たっては、定量的水準・観点を十分考慮する。 

     ⅱ ただし、定量的な指標となり得る論文発表数、論文被引用度、特許出願件数等については、必ずしもこれらがアウトカムに直結
するとは限らない場合があるほか、法人としてこれらの数値を上げること自体が安易に目的化することは必ずしも適当ではない場
合がある。また、これらの指標を評価・評定の基準として取り扱う指標（評価指標）として設定することにより、近視眼的、断片的な
研究開発を助長するおそれも考えられる。 

     ⅲ このため、主務大臣は、指標を設定する場合には、研究開発の現場への影響等についても十分考慮し、評価・評定の基準と
して取り扱う指標（評価指標）と、正確な事実を把握し適正・厳正な評価に資するために必要な指標（モニタリング指標）とを適
切に分け、当該指標がどちらなのかを明示する。前者の例としては開発目標に係る技術仕様、後者の例としてはハイリスク・ハイ
リターンな挑戦的な目標に係る論文発表数や共同研究件数等が考えられる。 



23 「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成26年９月２日総務大臣決定）抜粋（４／４） 

  ⑦ 重要度、優先度及び難易度について 

    国立研究開発法人の研究開発に係る事務及び事業は、分野、段階、手法、目的、形態等が多種多様であるため、相対的な重要度、
優先度及び難易度を判断することは一般的には困難な場合が多いことや、科学技術の進展や社会経済情勢の変化に応じて重要度
等も常に変化するものであること等も踏まえ、重要度等の設定を行う場合は、有識者等（研究開発に関する審議会等）の意見を聴き、
重要度等を設定した理由を明確に記載するなど、適時適切な形で行う。 

 
    （参考）独立行政法人の評価に関する指針（平成26年９月２日総務大臣決定） 
      Ⅲ 国立研究開発法人の評価に関する事項 
       ７ 項目別評定及び総合評定の方法、評定区分 
       （１） 年度評価 
       ① 項目別評定 
         ⅱ 項目別評定の留意事項 

  イ 目標で設定された難易度の高い項目に限り、評定を一段階引き上げることを考慮する。ただし、評定を引き上げる場合
は、評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、具体的かつ明確に記述するものとする。 

 
       ② 総合評定 
         ⅲ 総合評定の留意事項 
          オ あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評定において十分に考慮するものとする。 
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国立研究開発法人審議会から御意見を頂きたい主な観点 28 

１ 
「Ⅲ １．ＩＣＴ分野の基礎的・
基盤的な研究開発等」の課
題や目標設定が適切か 

 情報通信審議会中間答申、科学技術基本計画等の政府方針を踏まえた課題設定となっているか。 

 できる限りアウトカムと関連させた目標となっているか。 

 アウトカムと関連させた目標は、国民にとっても分かりやすいものとするため、 

・具体的な達成水準を定める目標 
・課題の解決などのアウトカム創出への寄与・貢献を目指す目標 
・ハイリスク・ハイリターンに挑戦するような目標 
・新たな領域開拓等目指すべき方向性を示すような目標 

 等、「研究開発成果の最大化」に向けて適切な目標を具体的かつ明確に定められているか。  

 「重要度」等の設定は適切か。 等 

２ 
「Ⅲ ２．研究開発成果を最
大化するための業務」の設
定が適切か 

 「Ⅲ１．ＩＣＴ分野の基礎的・基盤的な研究開発等」の成果を最大化するため、研究開発業務の直接
的な成果を実用化や標準化、社会実装等に導くために適切な取組が設定されているか。 

３ 
「別紙２ 評価軸等」の設定
が適切か 
 

 評価軸は、例えば、科学的・技術的観点、社会的・経済的観点、国際的観点、時間的観点、妥当性
の観点、マネジメントの観点、政策的観点等を踏まえて設定されるものであり、研究開発の事務及び
事業を評価するに際しての重要な視点となるべきものとして定められているか。 

 それぞれの目標等について考えられる評価軸を網羅的に挙げて、それらを全て評価軸として設定す
ることに重点を置くのではなく、むしろ、それぞれの研究段階、研究特性、研究方法等を踏まえて、
評価軸の重み付けを行い、評価すべきことをしっかりと評価することを重視して厳選した評価軸を設
定すべきことから、そのような評価軸が設定できているか。 

 「指標」については、研究開発の現場への影響等についても十分考慮し、評価・評定の基準として取
り扱う指標（評価指標）と、正確な事実を把握し適正・厳正な評価に資するために必要な指標（モニタ
リング指標）とを適切に分け、当該指標がどちらなのかを明示されているか。 

４ 
その他の「Ⅲ３」「Ⅲ４」「Ⅳ」
「Ⅴ」「Ⅵ」における目標等
が適切か 

 「研究支援業務・事業振興業務等」は社会ニーズに応える等、機構が求められるべき役割を適切に
設定できているか。 

 「業務運営の効率化に関する事項」等は適切か。 等 

 


